
2022 年 4 月 1 日 
 

女性活躍推進法における行動計画のお知らせ 
 

当社は、女性活躍推進法における行動計画（2022 年 4 月 1 日〜2026 年 4 月 1 日）を策
定しましたので、お知らせいたします。 
 
 当社では、女性の活躍推進・機会の拡大に向けた施策を展開しています。現在、管理職
に占める女性割合が低く、育児や介護等に対する社内制度の利用者が少なく認知度が低い
などの課題があります。一人ひとりが個性と能力を十分に発揮して活躍できる体制を整備
するため、新たな行動計画を策定し、推進していきます。 

また、仕事と家庭の両立を支援するために各種関連制度の充実に取り組みます。 
 
 
問い合わせ先：人財本部人事部 
       Tel：03−3443−5441 

 
 

 



高周波熱錬株式会社 女性活躍推進法における行動計画 

  

当社は、女性社員一人一人が個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍できる

体制を整備するため、下記の通り行動計画を策定し推進する。  

  

記 

  

１．計画期間  

2022 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの 4 年間 

 

２．当社の課題 

（1）管理職に占める女性割合が低い状況にある。 

（2）職業生活と家庭生活との両立を目指す。 

（3）育児や介護等に対する社内制度の利用者が少なく、認知度も低い。 

  

３．目標と取組み内容 

 

目標１ ： 女性管理職数を 2026 年 3 月末までに 2 倍以上にする。（2022 年 3 月末比） 

＜対策＞ 

①女性社員を対象としたキャリア開発やダイバーシティ研修を実施する。 

 ②女性次世代リーダーの育成研修を実施する。 

 

目標 2 ： 年次有給休暇の平均取得日数年間 10 日の推進  

＜対策＞ 

①年次有給休暇のうち最低 5 労働日の計画的な取得を徹底する。 

 ②年次有給休暇の全社一斉付与制度の実施（年 2 日）に対する取得の徹底。 

 

目標 3 ： 育児や介護等に関する制度を充実させ、利用しやすい環境を整備する。 

＜対策＞ 

  ①広報などを利用し、育児や介護等に関する情報を発信する。 

 ②育児・介護中の従業員が利用しやすい制度を検討・実施する。 

③男女を問わず、従業員の利用促進につながる施策を行う。 


